
船舶事故等調査報告書 

平成２６年５月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１月１７日 ０４時４４分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市神島南南東方沖 

 神島灯台から真方位１５２°５.２海里付近 

 （概位 北緯３４°２８.３′ 東経１３７°０２.２′） 

事故等調査の経過 平成２６年１月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 自動車運搬船 まりんろーど、８,３０８トン 

１３３１９５、トヨフジ海運株式会社（船舶所有者）、鹿児島

船舶株式会社（船舶借入人） 

Ｂ 漁船 大雄
だいおう

丸、１４トン 

   ＡＣ２－５１５１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操士・特定 

  甲板員Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に割損及び凹損、左舷外板に擦過傷等 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか１０人が乗り組み、神島南南東方沖を速力約 

１８.５ノット（kn）、針路約００６°（真方位、以下同じ。）で航行

していた。 

船長Ａは、伊良湖水道航路が近くなったので、航海士から操船指揮

を引き継ぎ、Ｂ船が近づいている旨の報告を受けて目視及びレーダー

で確認し、観測を続け、Ａ船がＢ船の左舷側を通過できるものと思っ

た。 

船長Ａは、その後もＢ船の動静を観察していたところ、平成２６年

１月１７日０４時４０分ごろ衝突の虞を感じ、針路約０１１°を操舵

手に令し、状況に変化が見られなかったので、０４時４２分ごろ針路

約０２０°を令するとともに、航海士に発光信号で注意喚起を行わせ

たが、Ｂ船が進路を変えずに近づいて来るので、右舵一杯を令したも

のの、０４時４４分ごろ、神島南南東方沖において、Ａ船の左舷とＢ

船の左舷船首とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか１人が乗り組み、愛知県蒲郡市形

原漁港を０３時００分ごろ出港し、漁場へ向けて神島南南東方沖を速



力約１２kn で南進していた。 

甲板員Ｂは、操舵室で椅子に腰を掛け、自動操舵装置を用いて単独

で船橋当直を行っていたところ、居眠りに陥り、Ｂ船とＡ船とが衝突

した。 

船長Ａ及び船長Ｂは、船体の状況及び乗組員の安否をそれぞれ確認

し、海上保安庁へ通報した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ 

 その他の事項  船長Ｂは、本事故当時、船室で仮眠中であった。 

 Ｂ船は、レーダーに探知した映像が一定の距離に接近したときに警

報を発するガードリング機能がなく、船橋航海当直警報装置もなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、神島南南東方沖を北進中、船長Ａが、Ｂ船と衝突の虞を感

じ、針路を約５°右に変えたが、状況に変化が見られず、更に右転し

て発光信号で注意喚起を行ったが、Ｂ船が進路を変えずに近づいたの

で、右舵一杯を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、神島南南東方沖を自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の

甲板員Ｂが居眠りに陥ったことから、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、神島南南東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が

自動操舵で南進中、単独で船橋当直中の甲板員Ｂが居眠りに陥ったた

め、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直中に眠気を感じた場合は、体を動かしたりするなどして

眠気を払うこと。また、眠気を払うことができないときは、休憩

中の乗組員を起こして２人当直とするか、船橋当直を交代するこ

と。 

・船橋航海当直警報装置を設置することが望ましい。 

 


